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(3) 状態の安定性 

「疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態」について、認定調査項目の結果

から、「安定」と「不安定」のいずれかを一次判定ソフトで推計し、結果を表示します。（ロジ

ックに関しては資料６を参照） 
 

(4) 給付区分 

認知症高齢者の日常生活自立度を含む認定調査の結果および主治医意見書から、状態の維

持・改善可能性を評価し、「予防給付」と「介護給付」のいずれかの給付区分が表示されます。 
また、ここで評価された給付区分に基づき、一次判定での「要支援２」または「要介護１」

の表示がなされます。 
 

■ ６. サービスの利用状況 

認定調査を行った月のサービス利用状況が表示されます。現在受けている給付区分が「予

防給付」であるか「介護給付」であるかによって表示される内容が異なります。  
なお、当該月のサービス利用状況が通常と異なる場合は、認定調査を行った日の直近の

月のサービス利用状況が表示されます。 
サービスの利用状況はあくまで参考情報であり、サービスを利用している者としていな

い者で、判断が異なる審査では、公平性が担保できないため、この情報を一次判定変更の

根拠に用いることは認められていません。 

図表 20 サービス利用状況の表示例 
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■ １. 特別な医療 

図表 21 特別な医療における時間 

区分 番号 項目名 時間（単位：分） 

１ 点滴の管理 8.5 

２ 中心静脈栄養 8.5 

３ 透析 8.5 

４ ストーマの処置 3.8 

５ 酸素療法 0.8 

６ レスピレーター 4.5 

７ 気管切開の処置 5.6 

８ 疼痛の看護 2.1 

処置内容 

９ 経管栄養 9.1 

10 モニター測定 3.6 

11 じょくそうの処置 4.0 特別な対応 

12 カテーテル 8.2 

 

■ ２. 麻痺の種類 

図表 22 麻痺の種類 

調査項目における選択肢 
番号 

左上肢 右上肢 左下肢 右下肢 
麻 痺 の 種 類 

1 ない ない ない ない  ない 

2 ある ない ない ない  いずれか一肢のみ 

3 ない ある ない ない  いずれか一肢のみ 

4 ない ない ある ない  いずれか一肢のみ 

5 ない ない ない ある  いずれか一肢のみ 

6 ある ある ない ない  その他の四肢の麻痺 

7 ある ない ある ない  左上下肢あるいは右上下肢のみ 

8 ある ない ない ある  その他の四肢の麻痺 

9 ない ある ある ない  その他の四肢の麻痺 

10 ない ある ない ある  左上下肢あるいは右上下肢のみ 

11 ない ない ある ある  両下肢のみ 

12 ある ある ある ない  その他の四肢の麻痺 

13 ある ある ない ある  その他の四肢の麻痺 

14 ある ない ある ある  その他の四肢の麻痺 

15 ない ある ある ある  その他の四肢の麻痺 

16 ある ある ある ある  その他の四肢の麻痺 

 
 

６ 資 料 
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■ ３. 中間評価項目得点  

図表 23 中間評価項目得点 

麻痺の種類 ない 6.5 いずれか一肢のみ 5.5 両下肢のみ 3.9 
左上下肢あるいは 
右上下肢 3.3 

その他の 
四肢の麻痺 0 

拘縮（肩関節） ない 2.3 ある 0             

拘縮（股関節） ない 2.7 ある 0             

拘縮（膝関節） ない 1.1 ある 0             

寝返り できる 9.0 つかまれば可 6.5 できない 0         

起き上がり できる 8.8 つかまれば可 6.7 できない 0         

座位保持 できる 10.0 自分で支えれば可 8.4 支えが必要 4.7 できない 0     

両足での立位 できる 8.7 支えが必要 6.2 できない 0         

歩行 できる 7.6 つかまれば可 5.5 できない 0         

立ち上がり できる 9.7 つかまれば可 7.1 できない 0         

片足での立位 できる 7.3 支えが必要 5.4 できない 0         

洗身 介助されていない 6.2 一部介助 4.4 全介助 0 行っていない 0     

つめ切り 介助されていない 4.1 一部介助 2.8 全介助 0         

視力 普通 5.2 1m 先が見える 4.0 目 の前 が見 える 2.9 ほとんど見えず 0 判断不能 0 

１ 

身
体
機
能
・
起
居
動
作 

聴力 普通 10.8 やっと聞こえる 10.6 大声が聞こえる 9.8 ほとんど聞こえず 9.0 判断不能 0 

移乗 介助されていない 9.1 見守り等 6.9 一部介助 3.5 全介助 0     

移動 介助されていない 8.1 見守り等 6.4 一部介助 3.7 全介助 0     

えん下 できる 10.2 見守り等 7.2 できない 0         

食事摂取 介助されていない 9.8 見守り等 6.8 一部介助 4.6 全介助 0     

排尿 介助されていない 7.2 見守り等 5.9 一部介助 5.1 全介助 0     

排便 介助されていない 7.2 見守り等 5.7 一部介助 4.9 全介助 0     

口腔清潔 介助されていない 9.3 一部介助 5.2 全介助 0         

洗顔 介助されていない 9.0 一部介助 5.1 全介助 0         

整髪 介助されていない 7.9 一部介助 4.1 全介助 0         

上衣の着脱 介助されていない 9.4 見守り等 8.0 一部介助 5.7 全介助 0     

ズボン等の着脱 介助されていない 8.7 見守り等 7.3 一部介助 5.4 全介助 0     

２ 

生
活
機
能 

外出頻度 週 １回 以 上 4.1 月１回以上 3.4 月１回未満 0         

意思の伝達 できる 17.7 ときどきできる 12.5 ほとんど不可 4.2 できない 0     

毎日の日課を理解 できる 7.6 できない 0             

生年月日をいう できる 11.3 できない 0             

短期記憶 できる 7.0 できない 0             

自分の名前をいう できる 16.3 できない 0             

今の季節を理解 できる 9.1 できない 0             

場所の理解 できる 11.6 できない 0             

徘徊 ない 9.5 ときどきある 2.7 ある 0         

３ 

認
知
機
能 

外出して戻れない ない 9.9 ときどきある 4.7 ある 0         

被害的 ない 7.0 ときどきある 3.2 ある 0         

作話 ない 8.2 ときどきある 3.4 ある 0         

感情が不安定 ない 5.0 ときどきある 2.5 ある 0         

昼夜逆転 ない 4.2 ときどきある 1.9 ある 0         

同じ話をする ない 4.9 ときどきある 3.0 ある 0         

大声をだす ない 7.0 ときどきある 2.8 ある 0         

介護に抵抗 ない 6.1 ときどきある 2.4 ある 0         

落ち着きなし ない 7.8 ときどきある 2.1 ある 0         

一人で出たがる ない 8.7 ときどきある 2.3 ある 0         

収集癖 ない 8.3 ときどきある 1.6 ある 0         

物や衣類を壊す ない 10.7 ときどきある 2.3 ある 0         

ひどい物忘れ ない 4.0 ときどきある 3.3 ある 0         

独り言・独り笑い ない 6.5 ときどきある 2.3 ある 0         

自分勝手に行動する  ない 6.3 ときどきある 3.0 ある 0         

４ 

精
神
・
行
動
障
害 

話がまとまらない ない 5.3 ときどきある 1.9 ある 0         

薬の内服 介助されていない 21.2 一部介助 9.9 全介助 0         

金銭の管理 介助されていない 18.2 一部介助 9.5 全介助 0         

日常の意思決定 できる 22.5 
特別な場合を除い
てできる 13.7 日常的に困難 5.5 できない 0     

集団への不適応 ない 6.1 ときどきある 1.8 ある 0         

買い物 できる 16.6 見守り等 9.2 一部介助 7.4 全介助 0     

５ 

社
会
生
活
へ
の
適
応 簡単な調理 できる 15.4 見守り等 9.0 一部介助 8.6 全介助 0     
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■ ４. 警告コード 

「警告コード」とは、一次判定ソフトに認定調査結果が入力された際、異なる 2 つの調
査項目において、同時に出現することが不自然であると思われる、「まれな組み合わせ」が

あった場合に、入力上のミスがないかどうかを確認するために、介護認定審査会資料に表

示されるものです。 
ただし、警告コードが表示されない場合でも、高齢者の状態として不自然な組み合わせ

は発生しえます。不自然な組み合わせが残ったまま二次判定を行うと、特記事項からイメ

ージされる状態と一次判定結果が不整合であると感じる場合があります。一見すると不自

然な組み合わせでも、実際にありうる組み合わせも存在することから、無理に整合性を取

る必要はありませんが、そうした不整合の発生が審査上のポイントとなる場合も多く、常

に留意すべきです。 
また、この不整合の原因となる不自然な組み合わせの内容をよく吟味せずに二次判定で

整合性をとるといった手続きを行うと、一次判定ソフトの導出する結果はおかしいとの誤

解を抱く場合もあります。このように、ソフトに入力する情報である基本調査の選択自体

に誤りがあって、それによりソフト自体の信頼性を低下させているといった事例が多く見

られます。このような事態の防止のためにも不自然な組み合わせを事前に確認することは

重要です。 

図表 24 警告コード 

 
 
警告 

コード 説 明 

01 「1-3寝返り」が「３．できない」にもかかわらず、「1-10洗身」が「１．介助されていない」 
02 「1-4起き上がり」が「３．できない」にもかかわらず、「1-8立ち上がり」が「１．できる」 
03 「1-4起き上がり」が「３．できない」にもかかわらず、「1-10洗身」が「１．介助されていない」 
04 「1-5座位保持」が「３．支えが必要」にもかかわらず、「1-9片足での立位」が「１．できる」 
05 「1-5座位保持」が「４．できない」にもかかわらず、「1-6両足での立位」が「１．できる」 
06 「1-5座位保持」が「４．できない」にもかかわらず、「1-7歩行」が「１．できる」 
07 「1-5座位保持」が「４．できない」にもかかわらず、「1-8立ち上がり」が「１．できる」 
08 「1-5座位保持」が「４．できない」にもかかわらず、「1-9片足での立位」が「１．できる」 
09 「1-5座位保持」が「４．できない」にもかかわらず、「1-10洗身」が「１．介助されていない」 
10 「1-6両足での立位」が「３．できない」にもかかわらず、「1-7歩行」が「１．できる」 
11 「1-6両足での立位」が「３．できない」にもかかわらず、「1-8立ち上がり」が「１．できる」 
12 「1-6両足での立位」が「３．できない」にもかかわらず、「1-9片足での立位」が「１．できる」 
13 「1-7歩行」が「１．できる」にもかかわらず、「2-1移乗」が「４．全介助」 
14 「1-7歩行」が「３．できない」にもかかわらず、「1-9片足での立位」が「１．できる」 
15 「2-1移乗」が「４．全介助」にもかかわらず、「1-9片足での立位」が「１．できる」 
16 「1-8立ち上がり」が「３．できない」にもかかわらず、「1-9片足での立位」が「１．できる」 
17 「2-3えん下」が「３．できない」にもかかわらず、「2-4食事摂取」が「１．介助されていない」 
18 「2-3えん下」が「３．できない」にもかかわらず、「5-1薬の内服」が「１．介助されていない」 
19 「1-11つめ切り」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「4-11物や衣服を壊す」が「３．ある」 
20 「5-1薬の内服」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「4-11物や衣服を壊す」が「３．ある」 
21 「5-2金銭の管理」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「3-8徘徊」が「３．ある」 



 

 45 

  
22 「5-2金銭の管理」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「4-9一人で出たがる」が「３．ある」 
23 「5-2金銭の管理」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「4-10収集癖」が「３．ある」 
24 「5-2金銭の管理」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「4-11物や衣服を壊す」が「３．ある」 
25 「1-12視力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「3-1意思の伝達」が「１．できる」 
26 「1-13聴力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「3-1意思の伝達」が「１．できる」 
 

27 

「1-12視力」が「５．判断不能」にもかかわらず、第３群の「3-6今の季節を理解」「3-3生年
月日をいう」「3-2毎日の日課を理解」「3-4短期記憶」「3-7場所の理解」「3-5自分の名前を
いう」の６項目がいずれも「１．できる」 

 

28 

「1-13聴力」が「５．判断不能」にもかかわらず、第３群の「3-6今の季節を理解」「3-3生年
月日をいう」「3-2毎日の日課を理解」「3-4短期記憶」「3-7場所の理解」「3-5自分の名前を
いう」の６項目がいずれも「１．できる」 

29 「1-13聴力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「5-3日常の意思決定」が「１．できる」 
30 「1-12視力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「5-3日常の意思決定」が「１．できる」 
31 「1-13聴力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「2-6排便」が「１．介助されていない」 
32 「3-1意思の伝達」が「４．できない」にもかかわらず、「5-3日常の意思決定」が「１．できる」 
33 「1-13聴力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「2-5排尿」が「１．介助されていない」 
34 「1-13聴力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「2-2移動」が「１．介助されていない」 
35 「4-11物や衣類を壊す」が「３．ある」にもかかわらず、「5-3日常の意思決定」が「１．できる」 
36 「3-5自分の名前を言う」が「２．できない」にもかかわらず、「5-3日常の意思決定」が「１．できる」 
37 「1-12視力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「2-6排便」が「１．介助されていない」 
38 「1-12視力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「2-5排尿」が「１．介助されていない」 
39 「1-12視力」が「５．判断不能」にもかかわらず、「2-2移動」が「１．介助されていない」 
40 「1-5座位保持」が「４．できない」にもかかわらず、「5-5買い物」が「１．介助されていない」 
41 「2-8洗顔」が「３．全介助」にもかかわらず、「5-6簡単な調理」が「１．介助されていない」 
42 「2-9整髪」が「３．全介助」にもかかわらず、「5-6簡単な調理」が「１．介助されていない」 
43 「5-2金銭の管理」が「３．全介助」にもかかわらず、「5-5買い物」が「１．介助されていない」 
44 「5-3日常の意思決定」が「４．できない」にもかかわらず、「5-5買い物」が「１．介助されていない」 
45 「3-1意思の伝達」が「４．できない」にもかかわらず、「5-5買い物」が「１．介助されていない」 
46 「4-11物や衣類を壊す」が「３．ある」にもかかわらず、「4-14自分勝手に行動する」が「１．ない」 
47 「1-3寝返り」が「３．できない」にもかかわらず、「1-4起き上がり」が「１．できる」 
48 「1-3寝返り」が「３．できない」にもかかわらず、「1-8立ち上がり」が「１．できる」 
49 「1-4起き上がり」が「１．できる」にもかかわらず、「1-5座位保持」が「４．できない」 
50 「1-7歩行」が「１．できる」にもかかわらず、「2-2移動」が「４．全介助」 
51 「2-1移乗」が「４．全介助」にもかかわらず、「1-8立ち上がり」が「１．できる」 
52 「1-10洗身」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「2-8洗顔」が「３．全介助」 
53 「1-10洗身」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「2-10上衣着脱」が「４．全介助」 
54 「1-10洗身」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「2-11ズボン着脱」が「４．全介助」 
55 「2-8洗顔」が「３．全介助」にもかかわらず、「1-11つめ切り」が「１．介助されていない」 
56 「1-11つめ切り」が「１．介助されていない」にもかかわらず、「1-12視力」が「５．判断不能」 
57 「2-10上衣着脱」が「４．全介助」にもかかわらず、「2-11ズボン着脱」が「１．介助されていない」 
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■ ６. 状態の維持・改善可能性の判定ロジック 

状態の維持・改善可能性の評価は、認知症高齢者の日常生活自立度を含む認定調査の結

果と主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度等の組み合わせにより行われます。  
認知症自立度 II 以上の蓋然性については、認知症高齢者の日常生活自立度が認定調査、

主治医意見書で、一方が「自立またはⅠ」、他方が「Ⅱ以上」と異なる場合に表示されます。  
認定調査項目の結果に従い、図表 30～32 に基づいた判断が行われ、介護給付か予防給付

かが表示されます。 

図表 30 認定調査結果と主治医意見書に基づく給付区分の評価 

認定調査結果の認知症高齢者の日常生活自立度 

 

 

自立またはⅠ 

 

Ⅱ以上 

 

自
立
ま
た
は
Ⅰ 

「状態の安定性」により 

評価（図表 32 参照） 

「認知症高齢者の日常生 

活自立度Ⅱ以上の蓋然 

性」により評価 

（図表 31 参照） 

Ⅱ
以
上 

「認知症高齢者の日常生 

活自立度Ⅱ以上の蓋然 

性」により評価 

（図表 31 参照） 

介護給付 
主治医意見書の認知症 

高齢者の日常生活自立度 

記
載
な
し 

「状態の安定性」により 

評価（図表 32 参照） 
介護給付 

 

図表 31 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の蓋然性による給付区分の評価 

認知症高齢者の日常生活 

自立度Ⅱ以上の蓋然性 
給付区分 

５０％未満 

 

「状態の安定性により評価」（図表 32 参照） 

 
５０％以上 

 

介護給付 

 
 

図表 32 状態安定性による給付区分の評価 

状態の安定性 

 

給付区分 

 
安定 

 

予防給付 

 
不安定 

 

介護給付 
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(1) 認知症自立度II以上の蓋然性評価ロジックの仕組みについて 

認知症自立度 II以上の蓋然性評価ロジックは現行の一次判定ロジックと同様に、樹形モ
デルを使用して作成されています。分岐の条件は一次判定で使用している心身の状態に関

する項目（及び主治医意見書の項目）が用いられています。 
対象データは平成 19 年度モデル事業（第一次）の 34,401 件です。 
目的変数に「認知症高齢者の日常生活自立度」、説明変数に心身の状態に関する認定調査

項目（62 項目）、中間評価項目、主治医意見書からの 4 項目を設置し、樹形モデルを使用
して作成しました。分岐条件として、「分岐先の該当数を 250 件以上であること」を設定し
ました。 
図表 33 で認知症自立度Ⅱ以上の蓋然性を%表示しました。 
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■ ７. 樹形モデル図（要介護認定等基準時間の推計方法） 

以下の各樹形モデルから算出される行為区分毎の時間の合計値に特別な医療の時間

（資料１参照、医療関連行為に加算）と認知症高齢者のケア時間を加算（資料５参照）

したものが要介護認定等基準時間として示されます。 

 

図表 35 樹形モデルの種類と時間の表示範囲 

樹形モデルの名前 時間の表示範囲 

食 事 1.1 分～71.4 分 

排 泄 0.2 分～28.0 分 

移 動 0.4 分～21.4 分 

直
接
生
活
介
助 

清 潔 保 持 1.2 分～24.3 分 

    間 接 生 活 介 助  0.4 分～11.3 分 

    BPSD 関 連 行 為 5.8 分～21.2 分 

    機能訓練関連行為 0.5 分～15.4 分 

    医 療 関 連 行 為  1.0 分～37.2 分 

 

【樹形モデルの見方】 

１） 各樹形モデルの最上部の分岐について選択し、左右いずれかの該当する方向に進みながら、下

方部に向かって分岐をたどっていきます。 

２） 次の分岐についても同様の作業を繰り返します。ただし、分岐に対する選択の下方部に数値（時

間）が記載されているときは、この作業を終了します。この時間が、この表から算定された時間に

なります。 

３） なお、各分岐は、認定調査項目の選択に基づくが、樹形モデルにおいて分岐が四角で囲まれて

いる項目は、中間評価項目得点に基づいて分岐を選択します。 




